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民
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衆
議
院
議
員
金
田
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一
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提
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国
家
行
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組
織
法
第
十
条
に
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づ
く
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了
承
」
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関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
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平
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日
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第

六

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
国
家
行
政
組
織
法
第
十
条
に
基
づ
く
「
了
承
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

外
務
大
臣
又
は
防
衛
庁
長
官
に
よ
る
御
指
摘
の
「
了
承
」
は
、
い
ず
れ
も
口
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
大
臣
又
は
防
衛
庁
長
官
が
あ
る
事
案
に
つ
い
て
御
指
摘
の
「
了
承
」
を
口
頭
で
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
事

案
の
性
質
、
そ
の
時
点
で
の
状
況
等
に
よ
り
異
な
る
と
と
も
に
、
御
指
摘
の
「
了
承
」
を
得
る
事
案
も
多
岐
に
わ
た
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
類
型
化
し
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
庁
長
官
に
よ
る
御
指
摘
の
「
了
承
」
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
条
に
基
づ

く
防
衛
庁
の
事
務
を
統
括
す
る
権
限
に
よ
り
部
下
職
員
に
よ
る
所
掌
事
務
の
処
理
に
関
し
て
同
意
を
与
え
る
こ
と
を
一
般
的

に
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
六
条
の
規
定
す
る
「
承

認
」
は
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
若
し
く
は
航
空
自
衛
隊
に
関
す
る
事
項
に
関
し
て
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
若
し

一



く
は
航
空
幕
僚
長
の
作
成
し
た
方
針
及
び
基
本
的
な
実
施
計
画
に
つ
い
て
防
衛
庁
長
官
が
同
意
を
与
え
る
こ
と
又
は
統
合
幕

僚
会
議
の
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
防
衛
庁
長
官
が
同
意
を
与
え
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
防
衛
庁
に
お
け
る

文
書
の
形
式
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
八
年
防
衛
庁
訓
令
第
三
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
す
る
「
許
可
」
は
、
職
務
の

権
限
を
有
す
る
者
が
、
当
該
権
限
に
属
す
る
事
項
で
、
法
令
等
に
よ
り
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
特
定
の
場
合
に

解
除
す
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

二


